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（
文
教
科
学
委
員
会
）

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
一
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
に
お
け
る
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
教
育
職
員
に
つ
い
て
一
年
単
位
の

変
形
労
働
時
間
制
を
条
例
に
よ
り
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管

理
等
に
関
す
る
指
針
を
策
定
及
び
公
表
す
る
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
教
育
職
員
へ
の
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
労
働
基
準
法
の
規
定
の
適
用

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
に
つ
い
て
、
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
を
条
例
に
よ
り
実
施
で
き
る
よ

う
、
地
方
公
務
員
法
に
よ
り
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
労
働
基
準
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
読
替
え
規
定
を
定

め
る
。

二
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
に
関
す
る
指
針
の
策
定
等

１

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す

る
た
め
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
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職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る

指
針
を
定
め
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
１
の
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
時
は
、
遅
滞
な
く
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
三
の
２
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
、
二
に
つ
い
て

は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
準
備
行
為
を
定
め
る
。


